
公社等外郭団体の改革方針（案） 

団体名 （財）千葉県水産振興公社 所管所属名 農林水産部水産局漁業資源課 

事
業
内
容 

 沿岸資源の維持増大と漁業生産力の向上を図るため、「水産動植物の生産、育成及

び放流」、「養殖種苗の供給」、「水産業に関する知識等の啓発、普及及び指導」、

「水産業の経営安定に関する事業」等を実施している。 

また、平成 19 年度からは、社団法人千葉県農業開発公社の解散に伴い、「農地保有

合理化事業」及び「青年農業者等育成事業」を引き継ぎ実施している。 

年度（単位：千円） H20 H21 H22 
総資産 1,949,218 2,114,295 2,317,191 
負債 1,364,362 1,336,466 1,222,002 
資本 584,856 777,828 1,095,188 

貸
借
対
照
表 累積損益 234,856 427,828 745,188 

総収入 588,278 683,125 855,481 
経常損益 14,561 192,993 317,427 
当期損益 14,349 192,973 317,360 

損
益
計
算

書 

減価償却前当期損益 23,386 199,427 322,638 
 借入金残高 236,807 220,700 161,121 

委託料 151,253 150,986 152,290 
補助金・負担金 129,939 129,313 125,422 

財
務
状
況 

県
財
政
支
出 その他 0 0 0 

（団体の必要性） 

 当公社は、水産資源の持続的な利用を確保するため、県、市町村、漁業者等が一体

となって、本県の栽培漁業を推進する母体として設立された団体であり、県が法律に

基づき定める「水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本計

画」の種苗の放流と放流効果実証事業を行う法人に位置付けられた団体である。その

実施内容は、漁業だけでなく遊漁、観光資源としても重要で、経済波及効果も大きい。 
また、農業については効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、農業経営の規

模拡大、農業生産性の向上等のため農地保有合理化事業や、青年等の就農促進のため

の事業を法令に基づき実施している。 

団
体
の
必
要
性 

県
関
与
の
必
要
性 

（県関与（人的・財政的）の必要性） 
  従来県が行っていた種苗の生産・放流を、公社を活用することで協力金等を導入し

費用負担を見直すとともに、より効率的に実施している。この結果として、県の財政

負担も軽減が図られており、今後とも、公社を活用したより効率的な栽培漁業の事業

展開を進めていく必要がある。そのためには、県の施策の推進のため人的・財政的支

援が必要である。 

 また、農業部門については、法令により公社を活用した事業実施が必要であり、県

と密接な関係を持って円滑な事業実施をするため、人的・財政的支援が必要である。 

特に、農地保有合理化事業を行うための損失補償制度については、事業を実施するた

めに国が定めたスキームである。 
 
 
 
 
 

２８ 



分類 経営改善 過
去
の
見
直
し
方
針 

１ 独自財源の強化 

   漁業者及び遊漁案内業者等からのﾏﾀﾞｲ･ﾋﾗﾒ栽培漁業負担協力金の徴収を図る。 

２ 役職員数の適正化 

   常勤役員を削減するとともに、県派遣職員を削減し、プロパー職員の育成登用 

  を進める。 

現
在
ま
で
の
取
組
状
況 

１ 独自財源の強化 
費用負担の見直しを図り、ﾏﾀﾞｲ･ﾋﾗﾒ栽培漁業負担協力金制度を17年度から導入。 
公社ノリ種苗の販売促進。 

２ 役職員数の適正化 

平成 15 年度に常勤役員を 1 名削減。 
平成16年度に県派遣職員を1名削減しプロパー職員の育成登用。 
平成19年度に水産部門の県派遣職員を1名削減。同年、(社)千葉県農業開発公社か

らの事業承継に伴う農地課設置により県派遣職員1名増。その結果、県派遣職員の

増減なし。 
３ 経費削減 

放流効果を維持したヒラメ放流サイズの見直しによる生産コスト削減。 
業務の効率化及び見直しによる人件費削減。 

役
職
員
の
状
況 

常勤役員   14 ３名⇒ 23 ２名 
 うち県ＯＢ 14 ２名⇒ 23 １名 
 うち県派遣 14 １名⇒ 23 １名 

常勤職員   14 １１名⇒ 23 １３名 
 うち県ＯＢ 14  ０名⇒ 23  ０名 
 うち県派遣 14  ７名⇒ 23  ７名 

課
題 

 公社では見直し方針に沿い、経費の削減と自主財源強化に取り組んだところである

が、水産業における構造的な魚価安による協力金収入の伸び悩み、また、赤字が生じ

ている事業部門がある。 
 また、公益財団法人への移行に向けて、部門毎の事業内容の見直し等を図るために

策定した経営計画に基づき、経営の安定化に取組む必要がある。 
分類 経営改善 

今
後
の
改
革
方
針
（
案
） 

平成 22 年度に策定した 5 年間の経営計画に基づいて、経営の安定化に取り組む。 
１ 事業収益の改善 

(1)新規事業の受託等 
新たな事業の受託等に努め、事業収入を増やし事業収益の改善を図る。 

(2)マダイ・ヒラメを漁獲する漁業者及び遊漁船案内業者からの協力金 
種苗の放流数の確保により、協力金収入の安定化に努める。 

(3)のり養殖種苗の増産 
優良品種の種苗の生産配付により、事業収入の増加に努め、収益の改善を図る。 

(4)保有地の売渡 

現在、農地保有合理化事業により中間保有している農地については、早期に売却先を

確保し、長期保有地とならないように努める。 
２ 経費削減等 

(1)事業執行体制の整備 
事業の継続性及び効率性を考慮した事業執行体制を整備する。 

(2)経費の削減 
事業の効率化を図り、事業経費及び管理費の削減に努める。 

(3)県派遣職員の削減及びプロパー職員の育成登用 
県の方針及び技術移転の進捗状況、経営状況等を踏まえつつ、公社職員の育成に努める。 

３ 役割分担の検討 
  これまでの県と公社との業務分担の効果を検証するとともに、今後の役割分担のあり

方について検討する。 
 


